
○
文
部
科
学
省
関
係
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
政
令
等
規
制
事
業
に
係
る
告
示
の
特
例
に
関
す

る
措
置
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
七
年
内
閣
府
・
文
部
科
学
省
告
示
第
一
号
）

一
部
改
正

平
成
二
九
年
一
月
四
日
内
閣
府
・
文
部
科
学
省
告
示
第
一
号

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
二
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
文
部
科
学
省
関
係
国

家
戦
略
特
別
区
域
法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
政
令
等
規
制
事
業
に
係
る
告
示
の
特
例
に
関
す
る
措
置
を
定
め
る
件
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

文
部
科
学
省
関
係
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
政
令
等
規
制
事
業
に
係
る
告
示
の
特
例
に

関
す
る
措
置
を
定
め
る
件

１

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
が
、
法
第
八
条
第
二
項

第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
事
業
と
し
て
、
平
成
二
十
九
年
度
に
開
設
す
る
医
師
の
養
成
に
係
る
大
学
の
設
置
（
法
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
に
お
け
る
医
師
の
養
成
に
係
る
大
学
の
設
置
を
い
い
、
「
国
家
戦
略

特
別
区
域
に
お
け
る
医
学
部
新
設
に
関
す
る
方
針
」
（
平
成
二
十
七
年
七
月
三
十
一
日
内
閣
府
・
文
部
科
学
省
・
厚

生
労
働
省
決
定
）
に
従
い
、
国
際
的
な
医
療
人
材
の
育
成
の
た
め
、
一
校
に
限
り
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
二
十
六
号
）
第
四
条
第
一
項
の
認
可
を
申
請
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
定
め
た
区
域
計
画
（
法
第
八
条
第
一

項
に
規
定
す
る
区
域
計
画
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請
し
、
そ

の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
以
後
は
、
当
該
大
学
の
設
置
に
係
る
学
校
教
育
法
第
四
条
第
一
項
の
認



可
の
申
請
の
審
査
に
関
し
て
は
、
大
学
、
大
学
院
、
短
期
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
の
設
置
等
に
係
る
認
可
の
基
準

（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
告
示
第
四
十
五
号
）
第
一
条
第
四
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２

法
第
七
条
の
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
が
、
法
第
八
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
事
業
と
し
て
、
平
成
三

十
年
度
に
開
設
す
る
獣
医
師
の
養
成
に
係
る
大
学
の
設
置
（
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
に

お
け
る
獣
医
師
の
養
成
に
係
る
大
学
の
設
置
を
い
い
、
「
国
家
戦
略
特
区
に
お
け
る
追
加
の
規
制
改
革
事
項
に
つ
い

て
」
（
平
成
二
十
八
年
十
一
月
九
日
国
家
戦
略
特
別
区
域
諮
問
会
議
決
定
）
に
従
い
、
一
校
に
限
り
学
校
教
育
法
第

四
条
第
一
項
の
認
可
を
申
請
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
定
め
た
区
域
計
画
に
つ
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を

申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
以
後
は
、
当
該
大
学
の
設
置
に
係
る
同
項
の
認
可
の
申
請

の
審
査
に
関
し
て
は
、
大
学
、
大
学
院
、
短
期
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
の
設
置
等
に
係
る
認
可
の
基
準
第
一
条
第

四
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

附

則
（
平
成
二
十
七
年

内
閣
府
・
文
部
科
学
省
告
示
第
一
号
）

十
一
月
十
二
日

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
十
九
年

内
閣
府
・
文
部
科
学
省
告
示
第
一
号
）

一
月
四
日

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


